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協議第１３号 

 

 

久留米市地域公共交通会議財務要領の一部改正について 

 

 

久留米市地域公共交通会議財務要領の一部改正について、別紙のとおり承認を 

 

求める。 

 

 

 

平成２７年 ３月２３日提出 

 

 

                  久留米市地域公共交通会議 

                      会長 深井 敦夫 
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久留米市地域公共交通会議財務要領新旧対照表 

 

改正案 現行要領（H26.10.10 策定） 備考（変更点）

（趣旨） 

第１条 この要領は、久留米市地域

公共交通会議設置要綱（平成２６

年６月２４日改正）第１６条の規

定に基づき、久留米市地域公共交

通会議（以下「交通会議」という。）

の財務に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（趣旨） 

第１条 この要領は、久留米市地域

公共交通会議設置要綱（平成２６

年６月２４日改正）第１６条の規

定に基づき、久留米市地域公共交

通会議（以下「交通会議」という。）

の財務に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（予算） 

第２条 交通会議の予算は、久留米

市からの負担金、国からの補助金、

他の団体等からの補助金、繰越金

及びその他の収入をもって歳入と

し、交通会議の運営及び事業に要

する経費をもって歳出とする。 

２ 交通会議の事務局長（「以下「事

務局長」という。」は、毎会計年度

の予算を調整し、年度開始前に交

通会議に諮るものとする。 

 ただし、歳入の見込みが確定でき

ず、予算が調整できない場合はこ

の限りでない。 

３ 交通会議の会計年度は、毎年４

月１日に始まり、翌年３月３１日

に終わるものとする。 

４ 事務局長は、第２項の規定によ

り、予算が協議会の承認を得たと

きは、当該予算書の写しを久留米

市長に送付しなければならない。 

（予算） 

第２条 交通会議の予算は、久留米

市からの負担金、国からの補助金、

他の団体等からの補助金、繰越金

及びその他の収入をもって歳入と

し、交通会議の運営及び事業に要

する経費をもって歳出とする。 

２ 交通会議の事務局長（「以下「事

務局長」という。」は、毎会計年度

の予算を調整し、年度開始前に交

通会議に諮るものとする。 

 

 

 

３ 交通会議の会計年度は、毎年４

月１日に始まり、翌年３月３１日

に終わるものとする。 

４ 事務局長は、第２項の規定によ

り、予算が協議会の承認を得たと

きは、当該予算書の写しを久留米

市長に送付しなければならない。 

○市議会による

久留米市予算

の承認や国庫

補助額の内示

等の時期によ

っては、歳入見

込み額が前会

計年度内に確

定できない可

能性があるた

め、会計年度開

始以降でも交

通会議に諮れ

るように変更

する。 

（予算の補正） 

第３条 会長は、会計年度の途中に

おいて、既定予算に補正の必要性

が生じたときは、これを調整し、

速やかに交通会議に諮るものとす

る。ただし、事務処理等に伴う軽

微な変更の場合は決算時の承認で

足りるものとする。 

２ 前項の規定により、補正予算が

交通会議の承認を得たときは、前

条第４項の規定を準用する。 

（予算の補正） 

第３条 会長は、会計年度の途中に

おいて、既定予算に補正の必要性

が生じたときは、これを調整し、

速やかに交通会議に諮るものとす

る。ただし、事務処理等に伴う軽

微な変更の場合は決算時の承認で

足りるものとする。 

２ 前項の規定により、補正予算が

交通会議の承認を得たときは、前

条第４項の規定を準用する。 
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改正案 現行要領（H26.10.10 策定） 備考（変更点）

（予算区分） 

第４条 歳入予算の款、項及び目の

区分は、別表第１のとおりとする。

２ 歳出予算の款、項及び目の区分

は、別表第２のとおりとする。 

３ 当該年度において、臨時かつ特

別な理由があるときは、別表第１

及び別表第２に定める以外の項及

び目を定めることができる。 

（予算区分） 

第４条 歳入予算の款、項及び目の

区分は、別表第１のとおりとする。 

２ 歳出予算の款、項及び目の区分

は、別表第２のとおりとする。 

３ 当該年度において、臨時かつ特

別な理由があるときは、別表第１

及び別表第２に定める以外の項及

び目を定めることができる。 

 

（予算の流用及び予備費の充用） 

第５条 事務局長は、前項の規定に

より歳出予算の流用又は予備費の

充用をしたときは、直近の交通会

議において報告するものとする。 

 

（予算の流用及び予備費の充用） 

第５条 事務局長は、前項の規定に

より歳出予算の流用又は予備費の

充用をしたときは、直近の交通会

議において報告するものとする。 

 

（出納及び現金等の保管） 

第６条 交通会議の出納は事務局長

が行う。 

２ 事務局長は、久留米市地域公共

交通会議事務局設置要領第３条第

３項に規定する事務局員のうちか

ら交通会議の出納員を命ずること

ができる。 

３ 交通会議出納員は、事務局長の

命を受けて、交通会議の出納その

他の会計事務をつかさどる。 

４ 交通会議に属する現金等は、銀

行その他の金融機関に預け入れな

ければならない。 

（出納及び現金等の保管） 

第６条 交通会議の出納は事務局長

が行う。 

２ 事務局長は、久留米市地域公共

交通会議事務局設置要領第３条第

３項に規定する事務局員のうちか

ら交通会議の出納員を命ずること

ができる。 

３ 交通会議出納員は、事務局長の

命を受けて、交通会議の出納その

他の会計事務をつかさどる。 

４ 交通会議に属する現金等は、銀

行その他の金融機関に預け入れな

ければならない。 

 

（収入及び支出の手続き） 

第７条 交通会議の予算に係る収入

及び支出の手続きは、久留米市の

例により行うものとする。 

２ 交通会議の出納員は、次の各号

に定める簿冊を備え、出納の管理

を行うものとする。 

 （１）予算整理簿 

 （２）前号に掲げるもののほか、

必要な簿冊 

 

 

 

（収入及び支出の手続き） 

第７条 交通会議の予算に係る収入

及び支出の手続きは、久留米市の

例により行うものとする。 

２ 交通会議の出納員は、次の各号

に定める簿冊を備え、出納の管理

を行うものとする。 

 （１）予算整理簿 

 （２）前号に掲げるもののほか、

必要な簿冊 
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改正案 現行要領（H26.10.10 策定） 備考（変更点）

（決算等） 

第８条 事務局長は、毎会計年度終

了後、遅滞なく、交通会議の決算

を調製し、交通会議の承認を得る

ものとする。 

２ 事務局長は、第１項の規定によ

り交通会議の承認を得たときは、

当該決算書の写しを速やかに久留

米市長に送付しなければならな

い。 

 

（決算等） 

第８条 事務局長は、毎会計年度終

了後、遅滞なく、交通会議の決算

を調製し、交通会議の承認を得る

ものとする。 

２ 事務局長は、第１項の規定によ

り交通会議の承認を得たときは、

当該決算書の写しを速やかに久留

米市長に送付しなければならな

い。 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほ

か、この要領の実施に関し必要な

事項は、事務局長が別に定める。 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほ

か、この要領の実施に関し必要な

事項は、事務局長が別に定める。 

 

 

 

別表第１（第４条関係） 

 

歳入予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 

２ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 

４ 諸収入 １ 預金利息 １ 預金利息 

２ 雑入 １ 雑入 

 

別表第２（第４条関係） 

 

歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 運営費 １ 会議費 １ 会議費 

２ 事務費 １ 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 

２ 事業費補助 １ 事業費補助 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 
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協議第１４号 

 

 

久留米市地域公共交通網形成計画（素案）及び 

久留米市地域公共交通再編実施計画（素案）の策定について 

 

 

久留米市地域公共交通網形成計画（素案）及び久留米市地域公共交通再編実施計 

 

画（素案）の策定について、別紙のとおり承認を求める。 

 

 

 

平成２７年 ３月２３日提出 

 

 

                  久留米市地域公共交通会議 

                      会長 深井 敦夫 
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１．久留米市地域公共交通網形成計画（素案） 

 

構 成 概 要 備考（記載内容）

１． 

計画の概要 

１）計画の位置付け・・P4 

 久留米市都市交通マスタープラン（以下、

「交通 MP」と略記）の基本的な方針、方向

性に基づく実施計画 

２）計画の区域、計画期間・・P5 

 区域：久留米市全域、期間：5ヵ年 

 

２． 

久留米市 

の概況 

 地勢、人口、交通網、人の動きを記載  記載内容は、交

通MPに準じ、時点

修正を行う 

３． 

地域が目指す

将来像と地域

公共交通の役

割 

１）地域が目指す将来像・・P16 

 目標①：安全安心な暮らしを支えるコンパ

クトな都市づくり 

 目標②：地域特性を活かした土地利用によ

る魅力あふれる都市づくり 

 目標③：水と緑に恵まれた環境と共生する

都市づくり 

 目標④：人、物、情報が行き交う活力ある

都市づくり 

２）地域公共交通の役割・目標像・・P21 

 目標像１：久留米市の強みを活かし、活力

を育む地域公共交通体系 

○ まちなかに便利で快適な地域公共交

通のあるまち 

○ 市域内外の連携・交流を高める地域公

共交通のあるまち 

○ 豊かな地域資源を活かす地域公共交

通のあるまち 

 目標像２：誰もが安全・快適で、安心して

暮らせる地域公共交通体系 

○ 安全・快適に移動できる地域公共交通

のあるまち 

○ 安心して暮らせる地域公共交通のあ

るまち 

１） 

 記載内容は久留

米市都市計画マス

タープランの都市

づくりの目標に同

じ 

 

 

 

２） 

 記載内容は交通

MP の都市交通の目

標像に同じ 
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構 成 概 要 備考（記載内容）

４． 

地域公共交通

の現状・課題 

１）市内外の連携・交流を支える公共交通の

利用が低迷・・P25 

２）鉄道とバス・一般車・自転車などとの交

通結節機能が不十分・・P28 

３）中心拠点内に駅・バス停から離れている

地域・生活利便施設が存在・・P29 

４）公共交通によるアクセスが困難な観光地

が存在・・P31 

５）公共交通空白地域等が広範囲に亘り存在

６）自動車を利用できない高齢者は外出が少

ない傾向・・P34 

７）高齢者の運転による交通事故の増加が懸念

８）移動制約者等の外出行動を支えるバリア

フリー化が不十分・・P36 

９）短距離の自動車利用が多く、温室効果ガ

ス排出量増加が懸念・・P38 

10）路線バス利用者減少に伴う減便・廃止等

が懸念・・P39 

 交通MPに記載し

た生活の場面から

みた交通の現状と

課題を基に、新た

な調査結果等を踏

まえて時点修正を

行う 

５． 

地域公共交通

に関する基本

的な方針 

１）目標像１に対する基本方針・・P41 

 基本方針１：市域内外の連携を支える地域

公共交通網を形成 

 基本方針２：魅力と賑わいの溢れる中心拠

点づくりを支援する地域公共

交通環境を形成 

 基本方針３：地域資源を活かした観光振興

を支援する地域公共交通環境

を形成 

２）目標像２に対する基本方針・・P42 

 基本方針４：多様なニーズに見合った生活

交通を充実 

 基本方針５：誰にとっても安全な地域公共

交通環境を整備 

 基本方針６：環境負荷の少ない移動手段で

ある公共交通への転換の促進 

 基本方針７：公共交通利用者の維持・拡大 

１）２） 

 交通MPの基本方

針と施策の方向性

で示した基本方針

を記載 
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構 成 概 要 備考（記載内容）

３）取り組み姿勢・・P43 

 市民等、交通事業者、行政のみんなで地

域公共交通施策を進める 

３） 

 交通 MP の市民

等・交通事業者・

行政の協働の視点

を基に取り組み姿

勢を記載 

６． 

地域公共交通

網形成計画の

目標 

１）目標と数値指標・・P45 

 目標１：公共交通に対する市民の満足度向上 

 指標１：市民の公共交通に対する満足度 

 目標２：市内外の交流の活発化 

 指標２：人口に対する市内主要鉄道駅の乗

降客数 

 目標３：中心拠点への外出機会増加と回遊

促進 

 指標３：中心拠点内の乗降客数割合 

 目標４：地域資源を活かした観光振興を支

える交通環境の整備 

 指標４：久留米市の年間観光入込客数 

 目標５：より多くの市民等への公共交通サ

ービスの提供 

 指標５：公共交通空白地域の面積 

 目標６：公共交通を誰もが利用しやすい環

境の整備 

 指標６：主要駅のバリアフリー化率 

 目標７：人の移動に係る環境負荷の低減 

 指標７：久留米市内の運輸部門における温

室効果ガス排出量 

 目標８：地域公共交通の持続可能性の向上 

 指標８：地域公共交通利用率 

２）数値指標の現況地と目標値・・P47 

 現況や過去の数値指標の推移等を基に数

値指標の目標値を設定 

３）計画達成状況の評価・・P48 

 毎年・中間時、計画期間満了時に達成状

況を評価し計画を着実に推進 

１） 

 形成計画に基づ

く施策の実施によ

り、基本方針、目

標像が達成できて

いるかを評価する

ために目標と数値

指標を設定。 

 評価は毎年実施

するため、毎年公

表される数値を用

いて指標を設定 
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構 成 概 要 備考（記載内容）

７． 

目標を達成す

るために行う

事業 

１）効果的・

効率的な公共

交通ネットワ

ークの構築に

向けて 

 

 

 効果的・効率的な公共交通ネットワークの

構築に向けて、それぞれの公共交通が担う役

割に配慮してするとともに、各交通機関が相

互に連携できる事業を実施する。 

①持続可能な公共交通網構築のための輸送の

見直し・・P57 

②利用が低迷する路線バス運行エリアにおけ

る移動手段の維持・・P58 

③公共交通空白地域等への生活支援交通（よ

りみちバス等）の導入・・P60 

④JR 久大本線への新駅の設置・・P62 

⑤中心拠点における公共交通のあり方の調

査・研究・・P63 

⑥中心拠点周辺の市街地部における公共交通

のあり方の調査・研究・・P66 

⑦市街地フリー乗車券等の導入の検討・・P67

⑧主要駅の駅前広場等の整備・・P68 

⑨パーク＆ライド駐車場の確保 P69 

⑩鉄道駅・バス停でのサイクル＆ライド駐輪

場の確保・・P70 

⑪公共交通相互を円滑に乗り継ぎできる拠点

の整備・・P73 

⑫公共交通を一体的に利用可能な運賃施策の

検討・・P74 

 

 

 

 

①需要に応じた効

率的な運行への見

直し 

②赤字補助路線の

利用促進、見直し 

③地域生活拠点と

その周辺部へのよ

りみちバス等の導

入 

⑤既存輸送力の有

効活用等の検討 

⑥既存交通網で対

応できていない需

要への対応 

⑦～⑫公共交通の

乗り継ぎ抵抗感の

低減や利便性向上

のための施策 

７． 

目標を達成す

るために行う

事業 

２）地域公共

交通の利用環

境改善に向け

て 

①主要駅等へのユニバーサルデザインの導入・P76

②低床バス（バリアフリー対応車両）の普及

促進・・P77 

③高齢者の公共交通利用に対する支援・・P78

④幹線バス路線の主要バス停の環境改善・P79

⑤生活利便施設等から利用しやすい停留所の

設置・・P80 

⑥交通拠点等での分かりやすい情報案内・誘

導の実施・・P81 

⑦バスの運行状況に関する情報提要の充実 

⑧交通 IC カード利用可能エリアの拡大 

①、②駅舎や車両

のバリアフリー化 

③免許返納者への

支援等 

④、⑤利用しやす

いバス停の整備 

⑥、⑦分かりやす

い情報の提供 

⑧JR久大本線のIC

カード化の延伸 
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構 成 概 要 備考（記載内容）

７． 

目標を達成す

るために行う

事業 

３）地域との

協働による取

り組みの推進

に向けて 

①モビリティ・マネジメント、ノーマイカー

デー等の実施・・P85 

②公共交通に関する分かりやすい情報提供の

実施・・P86 

③地域の公共交通に対する愛着の醸成・・P87

④主要施設等との連携による公共交通利用の

きっかけづくり・・P88 

⑤企画乗車券等の新設・・P88 

⑥観光施策との連携による公共交通に関する

情報提供の充実・・P89 

⑦地域からの要望や移動需要の変化に対応す

る仕組みづくり・・P90 

⑧地域や企業との協働による運賃以外の収入

確保の検討・・P91 

 

 

①、②自動車から

公共交通への利用

転換の促進 

③、④公共交通の

体験等による利用

促進 

⑤、⑥公共交通の

観光利用の促進 

⑦課題解決に向け

た地域との協働 

⑧地域の取り組み

による公共交通の

維持 

７． 

目標を達成す

るために行う

事業 

■事業の実施

期間・実施主

体 

 それぞれの事業の実施時期とその役割分担

（実施主体）を記載 

 事業の実施期間

や役割について

は、目標の達成状

況や事業の詳細な

内容を踏まえた上

で協議を行う 

８． 

持続可能な地

域公共交通網

の形成に際し

配慮すべき事

項 

１）都市計画等との連携・・P95 

 ○立地適正化計画の策定進捗にあわせ

て、一体的な取り組みを推進 

  ※立地適正化計画：都市全体の観点か

ら居住機能や福祉・医療・商業等の都

市機能の立地誘導による「コンパクト

なまちづくり」を進めるための計画 

 ○自転車関連施策との連携、回遊性向上 

２）観光施策との連携・・P96 

 観光客の移動に公共交通を積極的に活用 

３）その他・・P96 

 福祉分野、教育分野、環境分野との連携 

 地域公共交通に

関する取り組みと

都市計画等の他施

策との連携を図り

ながら地域が目指

す将来像の実現を

目指すことを記載 
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構 成 概 要 備考（記載内容）

９． 

地域公共交通

再編事業に関

する事項 

１）再編の必要性・・P98 

 ○将来都市構造を公共交通から支えるた

め、まちづくりとの連携の必要性が増

大している 

 ○公共交通の利用者の減少を抑えるとと

もに効率的な運行を行い持続可能な路

線網を形成する必要がある 

 ○公共交通空白地域で生活する移動制約

者の移動手段を確保する必要がある 

 

２）再編方針・・P99 

 方針１：将来都市構造を支える公共交通体

系の構築に向けた再編 

 方針２：より多くの市民の生活等を支える

公共交通体系の構築に向けた再編

 方針３：利用需要とサービス水準のバラン

ス改善に向けた再編（利用促進と

運行効率化） 

 

１） 

 市の抱える課題

を整理し、これら

に対応するため、

様々な事業を組み

合わせて再編事業

を検討することを

記載 

 

 

２） 

 再編事業を行う

ための方針を定

め、再編に向けた

取り組みを一体的

に取り組むことを

記載 
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２．久留米市地域公共交通再編実施計画（素案） 

 

構 成 概 要 備考（記載内容）

１． 

地域公共交通

再編の概要 

１）事業の区域 

 久留米市全域 

２）実施予定期間 

 5ヵ年 

 

 事業の区域につ

いては、実施事業

別に別途設定 

２． 

地域公共交通

の再編に向け

た基本的な考

え方 

１）再編の必要性・・P98 

 ○将来都市構造を公共交通から支えるた

め、まちづくりとの連携の必要性が増

大している 

 ○公共交通の利用者の減少を抑えるとと

もに効率的な運行を行い持続可能な路

線網を形成する必要がある 

 ○公共交通空白地域で生活する移動制約

者の移動手段を確保する必要がある 

 

２）再編方針・・P99 

 方針１：将来都市構造を支える公共交通体

系の構築に向けた再編 

 方針２：より多くの市民の生活等を支える

公共交通体系の構築に向けた再編

 方針３：利用需要とサービス水準のバラン

ス改善に向けた再編（利用促進と

運行効率化） 

 

３）再編に向けた取り組みの方向性・・P100

 ①都市機能や居住を維持する地域における

幹線公共交通の維持 

 ②郊外部など移動需要が少ない地域におけ

る公共交通の維持 

 ③公共交通サービスを享受しづらい地域に

おける公共交通の確保 

 ④公共交通相互の連携強化 

 

１） 

 市の抱える課題

を整理し、これら

に対応するため、

様々な事業を組み

合わせて再編事業

を検討することを

記載 

 

 

２） 

 再編事業を行う

ための方針を定

め、再編に向けた

取り組みを一体的

に取り組むことを

記載 

 

 

３） 

 ４つの方向性に

基づいた取り組み

を一体的に推進す

ることで総合的な

再編を推進するこ

とを記載 
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構 成 概 要 備考（記載内容）

３． 

地域公共交通

再編事業の内

容等 

○実施する再編事業 

 高齢化の進展に伴い増加することが予測

される移動制約者に対し、公共交通の利用

が不便な地域の買物や通院等の日常の移動

手段を確保することが重要と考え、生活支

援交通（よりみちバス）を北野地域、城島

地域に導入する。 

 今後実施する再

編事業について

は、関係する交通

事業者と検討、調

整を続け、同意が

得られたものを適

宜追加 

４． 

必要な資金の

額及びその調

達方法 

○必要な資金の額及び調達方法 

・運行は交通事業者へ委託し、事業者は国

庫補助（地域公共交通確保維持事業）を

活用する。 

・久留米市は、運行経費から運賃収入、国

庫補助額を差し引いた額を支払う。 

 

５． 

目標と期待さ

れる効果 

○目 標 

（視点）・導入目的を果たしているか 

    ・持続可能な運行となっているか 

（指標）・１便あたりの平均利用者数 

・利用満足度、収支率 など 

○効 果 

 ① 公共交通ネットワークの確保 

 ② 移動制約者の日々の移動手段を確保 

 ③ 外出機会の創出と地域コミュニティの 

活性化 

 形成計画で設定

している目標とと

もに、事業別の目

標値の設定を行う 

６． 

再編事業に関

連して実施す

る事業 

○中心拠点への移動などは、よりみちバスと

既存公共交通との乗り継ぎが必要となるた

め、乗り継ぎ利便性を向上させる施策（運

賃施策や上屋の整備等）を検討 

○沿線居住者への情報提供やイベント実施に

よる意識啓発を行う「モビリティ・マネジ

メント」を実施 

 

７． 

関係する施策

との連携に関

する事業 

 地域公共交通に関する取り組みだけでは地

域が目指す将来像の実現は難しいことから、

都市計画や観光施策などと密接に連携を図り

ながら取り組みを進めていく 
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報告第１２号 

 

 

生活支援交通「よりみちバス」の導入検討状況について 

 

 

 

生活支援交通「よりみちバス」の導入検討状況について、別紙のとおり報告する。 

 

 

 

 

平成２７年 ３月２３日提出 

 

 

                  久留米市地域公共交通会議 

                      会長 深井 敦夫 
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生活支援交通「よりみちバス」の導入検討状況について 

 

 

１．生活支援交通「よりみちバス」の導入について 

 

 久留米市では、公共交通の利用が不便な地域に対して、コミュニティバスを基

本とした生活支援交通「よりみちバス」の導入を進めている。 

 本年度は城島地域及び北野地域において、「よりみちバス」の導入や運営、利

用促進に関する検討を行う生活交通検討会（委員：校区コミュニティ組織代表、

児童委員・民生委員、利用者代表〔女性の会、老人会等〕、地域商工会など）を

立ち上げていただき、導入に向けた検討を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 通常は路線バスと同じく、決まった路線を決まった時間に運行 

② 決まった路線のバス停以外にもよりみちバス停を設置することが可能 

③ よりみちバス停での利用がある場合は、迂回して運行 

④ 既存路線バスや鉄道に接続し、中心市街地等へ乗り継いで行ける 

北野地域 

城島地域 

『よりみちバス』運行イメージ 

予約があった場合

のみ迂回し停車 

『よりみちバス』の特徴 

よりみちバス導入検討地域 
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２．導入までの流れ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■運行開始に向けた事業認可申請（運行事業者⇒国） 

■道路占用、使用許可申請（行政⇒管理者） 

■車両の手配、停留所設置（行政、検討会） 

■地域への広報活動

 よりみちバスは、地域の実情に即した運行となるよう、運行開始後も地

域（検討会）と協働で定期的に見直しを行う 

① 地域の移動需要の把握 

・アンケート調査、聞き取り調査 など 

 （適切な手法で地域のニーズを把握） 

② 停留所（走行路）の検討 

・お出かけ先、集落側停留所の選定 

・停留所設置、車両待機所等の用地使用の折衝 

③ 運行ルートの検討 

・通常ルート、迂回ルートの検討 

・乗継、待合場所、運行系統の検討 

④ 運行ダイヤの検討 

・運行時間帯、運行パターン（毎日、隔日）の検討

・運行系統の組み合わせ検討 

⑤ 運行計画の検討 

・利用料金、既存公共交通との乗継施策の検討 

・収支計画、目標値の設定 

交
通
・
道
路
管
理
者 

地
権
者
・
商
業
施
設 

交
通
事
業
者 

《協議 

・調整》 

「よりみちバス」運行計画策定 

【地域公共交通会議での承認】 

「よりみちバス」運行開始 

※標準処理期間2ヶ月 

北
野
地
域 

城
島
地
域 
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 ①城島地域の取り組み（地域の検討組織：城島地域生活交通検討会） 

取組み 内  容 

H26.9.9 

第 1 回検討会 

 委員の紹介や検討会の規約の策定、座長の選任等を行うとと

もに、「よりみちバス」や地域の公共交通に関する説明を行う。 

H26.10.15～31 

アンケート実施 

 地域住民の移動実態に関するアンケートを行う。 

  ・全世帯（約 3,900 戸）配布、回収 597 枚（回収率 15%） 

H26.10.27 

第２回検討会 

 これまで城島地域で実施した生活支援交通についての利用状

況、課題等について説明 

H26.12.18 

第３回検討会 

 アンケート集計結果の報告を行うとともに、停留所設置や運行

ルート設定に関する基本事項の説明を行う。 

《現 在》 
 各校区からの停留所希望箇所を基に、概略の停留所位置や

走行路の検討を校区と進める。 

H27.4（予定） 

 

 試走による現地確認や交通管理者の意見を踏まえ、停留所、

走行路及び運行ルート（運行系統）の素案の作成を行う。 

 ②北野地域の取り組み（地域の検討組織：北野地域生活交通検討会） 

取り組み 内  容 

H26.8.8 

第 1 回検討会 

 委員の紹介や検討会の規約の策定、座長の選任等を行うとと

もに、「よりみちバス」や地域の公共交通に関する説明を行う。 

H26.9.1～12 

アンケート実施 

 地域住民の移動実態に関するアンケートを行う。 

  ・全世帯（約 5,300 戸）配布、回収 1,403 枚（回収率 27%） 

H26.10.3 

第２回検討会 

 アンケート集計結果の報告（途中報告）を行うとともに、停留所

設置や運行ルート設定に関する基本事項の説明を行う。 

H26.10.29 

第３回検討会 

 アンケート集計結果の報告を行い、停留所設置位置の協議を

行う。 

H26.11.21 

第４回検討会 

 アンケート集計結果等を基に地域で停留所設置場所や走行

路を検討した結果から、停留所、走行路の素案を作成する。 

H26.12.25 

第５回検討会 

 よりみちバス早期運行開始に向けて検討スケジュールについ

て協議を行う。 

H27.1 中旬  ワンボックス車両を用いた試走等を実施し、停留所の設置場

所を検討するとともに、停留所設置等に関する折衝を行う。 

《現 在》 
 交通管理者からの意見等を踏まえた停留所位置、走行路の

見直しや運行ルート（運行系統）の検討を校区と進める。 

H27.4（予定） 

第６回検討会 

 停留所（走行路）の案を検討するとともに、運行ルート（運行系

統）の素案を協議する。 

 


